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関 係 各 位

北 海 道 農 政 部 食 の 安 全 推 進 監

年末・年始、春節、オリンピック・パラリンピック冬季競技大会等に向け

た口蹄疫等に関する防疫対策の強化について

このことについて、別添のとおり平成29年12月13日付け29消安第4738号で農林水産省

消費・安全局長から通知がありましたのでお知らせします。

今後、年末・年始及び中国をはじめとした春節をひかえ、アジア地域における人や物

の移動がさかんになることから、これらの地域で発生が確認されている口蹄疫、高病原

性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染病(以下、「口蹄疫等」という。)が道内に侵入するリ

スクは依然として極めて高い状況と考えられます。

さらに今年度については、来年２月、韓国でのオリンピック・パラリンピック冬季競

技大会が開催される等、いっそうの注意が必要な状況にあります。

つきましては、従来の防疫対策に加え、特に次の事項について確認と徹底をお願いす

るとともに、これらの対応についての関係者への周知等について御協力をお願いします。

記

１ 海外渡航の自粛及び渡航する場合の留意事項について

畜産関係者におかれては、口蹄疫等が発生している国への渡航を可能な限り自粛い

ただき、また、仮に渡航する場合にあっては以下の点に留意してください。

（１）渡航にあたっての留意事項

ア 農場、生体を取り扱う家畜市場、と畜場等の畜産関連施設に立ち入らないこと。

イ 肉製品等を日本に持ち帰らないこと。

ウ 帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防疫

官の指導を受けること。

（２）帰国後の留意事項

ア 帰国後一週間は、衛生管理区域（家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省

令第35号）第21条の２第１号に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。）に立ち

入らないこと。農場主、従業員等必要のある者がやむを得ず立ち入る場合は、洗

髪、入浴、更衣等適切な処置を講じた上で立ち入ること。

イ 海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこととし、やむを得

ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他必要な措置を講ずること。



２ 衛生管理区域及び畜舎への立入制限及び立ち入りの際の消毒について

各家畜の飼養者におかれては、衛生管理区域の出入口への看板の設置等により、必

要のない者の不要な立ち入りを防止いただくとともに、農場の従業員も含め、衛生管

理区域及び畜舎に立ち入る場合には手指、靴等の消毒を徹底してください。

また、各関係機関におかれては上記の家畜の飼養者等の取り組みに対して御協力を

お願いします。

３ 早期発見、早期通報について

家畜の所有者、獣医師等におかれては、家畜等の健康確認を十分に行い、口蹄疫等

を否定できない異状を発見した場合には速やかに家畜保健衛生所に連絡してください。

また、年末・年始等の連絡先についてあらかじめの確認をお願いします。

（参考）口蹄疫等、動物検疫に関する情報

○ 農林水産省ホームページ

「口蹄疫に関する情報」

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html

「鳥インフルエンザに関する情報」

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

｢空海港における水際検疫の強化について｣

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/quarantine_beefup.html

○ 動物検疫所ホームページ

｢家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために～海外へ旅行される方へのお願い～｣

http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html

｢Animal quarantine information for travellers to Japan｣

http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html

広報資料

http://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html

○ 政府広報インターネットテレビ

｢動物検疫・植物検疫～海外からの持ち込みに注意～｣

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9589.html

｢徳光・木佐の知りたいニッポン～海外旅行に行く前に知っ得トラブル回避術｣

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg15700.html

連絡先

畜産振興課家畜衛生グループ主査(防疫)

電話:011-204-5441(ダイヤルイン)

E-mail：hiramatsu.miyuko@pref.hokkaido.lg.jp
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都道府県知事 殿

農林水産省消費・安全局長

年末・年始、春節、オリンピック・パラリンピック冬季競技大会等に向け

た口蹄疫等に関する防疫対策の強化について

口蹄疫等に関する防疫対策については、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」

（平成27年11月20日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）等により実施す

るほか、「平成28年度の年末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防疫対策の強

化について」（平成28年12月26日付け28消安第4213号農林水産省消費・安全局長通知。

以下「平成28年度強化通知」という。）等により、飼養衛生管理基準（家畜伝染病予

防法（昭和26年法律第166号）第12条の３第１項の飼養衛生管理基準をいう。）の遵守

状況の確認及び指導の徹底、万が一の発生時における的確かつ迅速な初動対応の徹底

等をお願いしてきたところです。

我が国での口蹄疫の発生は平成22年の宮崎県における事例以降確認されておりませ

んが、中国や韓国においては本年も口蹄疫の発生が確認されています。また、ロシア

では、モンゴル国境付近のイルクーツク州においてもアフリカ豚コレラの発生が確認

されています。

このような中、訪日外国人旅行者数は年々増加しており、今年も、10月までに約

2,379万人に達しております。今後、年末・年始及び春節（中国では平成30年２月16

日）を迎えるに当たり、アジア地域における人・物の移動が盛んになることに加え、

来年２月からは韓国の平昌（ピョンチャン）においてオリンピック・パラリンピック

冬季競技大会が開催され、我が国からの海外渡航者も増加することが見込まれること

から、我が国への口蹄疫等の病原体の侵入リスクが高くなると考えられます。

ついては、口蹄疫等に関する情報の共有を通じ、改めて畜産関係者等の危機意識を

高めるとともに、下記の事項に留意の上、口蹄疫等の発生予防対策及び万が一の発生

時のまん延防止対策に万全を期すようお願いします。



記

１．牛、豚等の飼養農場における飼養衛生管理の確認及び指導

別紙１に基づき、牛、豚等の飼養農場に対し、家畜伝染病予防法第51条の規定に

基づく立入検査により、飼養衛生管理基準の遵守状況を確認し、適切な指導をする

こと。特に、これまでの立入検査の結果、飼養衛生管理に問題があった農場は優先

的に立入検査を行うこと。

２．畜産関係者の海外渡航の自粛及び渡航する場合の留意事項について

農場の従業員も含めた畜産関係者に対し、口蹄疫等が発生している国への渡航を

可能な限り自粛するよう要請し、仮に口蹄疫等が発生している国へ渡航する場合に

は、以下の点に留意するよう指導すること。

（１）渡航に当たっての留意事項

ア 農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らないこと。

イ 肉製品等を日本に持ち帰らないこと。

ウ 帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防

疫官の指導を受けること。

（２）帰国後の留意事項

ア 帰国後一週間は、衛生管理区域（家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林

省令第35号）第21条の２第１号に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。）

に立ち入らないこと。農場主、従業員等必要のある者がやむを得ず立ち入る場

合は、洗髪・入浴、更衣等適切な処置を講じた上で立ち入ること。

イ 海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこととし、やむを

得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他必要な措置を講ずること。

３．衛生管理区域及び畜舎への立入制限及び立入りの際の消毒について

家畜の所有者に対し、看板の設置等により、必要のない者が衛生管理区域及び畜

舎に立ち入らないよう指導すること。また、農場の従業員も含め、衛生管理区域及

び畜舎に立ち入る場合には、手指、靴等の消毒を実施するよう指導すること。

４．早期発見・早期通報について

家畜の所有者、獣医師等に対して、口蹄疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ等の症

状の具体的な内容について周知徹底するとともに、当該症状を呈している家畜を発

見したときは、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する家畜保健衛生所に連絡す

るよう指導すること。また、早期発見・早期通報できるよう、家畜の所有者に対し

て、日頃から飼養家畜の健康観察を行うよう指導すること。

５．緊急連絡体制の確保及び周知について

休日、年末・年始においても、３の連絡が支障なく行われるよう、都道府県組織

内の緊急連絡体制を確保するとともに、管轄する家畜保健衛生所の通報先を家畜の

所有者、獣医師等に周知すること。併せて、連絡を受けた後の初動対応が迅速かつ

的確に図れるよう、関係機関・団体との間の緊急連絡体制を確認すること。


	リーフレット　日本語.pdf
	リーフレット　中国語・韓国語

